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・「AFTC コンシューマー・レポート」は、公取協で受け付けた相談等を基にそ
の内容を分析し、皆様に情報としてご提供しています。
・今回は、新車・中古車関係の「保証」に関するトラブルをご紹介します。

I. トピックス:新車・中古車関係の「保証」に関するトラブル

１．新車関係

「新車保証期間中の故障で有償修理となった」ケース
　⇒保証期間中の故障であるが、ユーザーのメンテナンス不良が原因であっ
たため

保証修理の対象外となった

２．中古車関係

「保証を付けるための定期点検整備費用を別途請求された」ケース
　⇒定期点検整備（３万円）を受けなければ保証は付けられないと言われた

「『保証付き』なのに別途保証費用を請求された」ケース
　⇒雑誌では『保証付き』となっているのに、保証を付けるには保証費用
５万円が

必要と言われた

●レポートトップへ戻る

07.2.15 11:43 AMAFTC コンシューマー・レポート

ページ 1 / 1http://www.aftc.or.jp/aftc_report/vol_8/



今月のコンシューマーレポート目次へ

I.トピックス:新車・中古車関係の「保証」に関するトラブル

1.新車の「保証」に関するトラブル
　新車保証期間中の故障で有償修理となったケース

１）相談内容（一般消費者からの相談）

４年程前にディーラーから新車を購入した。先日、エンストしてしまった
ため、ディーラーに修理を依頼したところ、エンジンオイルのメンテナン
ス不良によりオイルが不足し、エンジンが焼きついたものであることがわ
かった。ディーラーでは、当方が定期的にオイル交換をしていなかったこ
とや、オイル量をチェックするなどの日常の保守点検を怠ったことが原因
なので有償修理になるという。新車保証期間内の故障なのだから、ディー
ラーは無償修理をするべきではないか。

２）ポイント

・エンジンオイル量のチェックなど、ユーザーが日常の保守点検を怠ってい
た点

・保証書において「適切な点検・整備、正しい使用・管理」等、使用者にも
一定の責任が明記されている点

３）相談への対応

メーカーの新車保証期間内にエンジンが焼きつきを起こしたもので、相談
者は保証による無償修理を要求しているケースです。確かに今回のケース
はエンジンの故障ですので「５年または１０万キロ」の特別保証の対象と
考えられるものですが、保証書を確認すると、「適切な点検・整備、正し
い使用・管理等がなされていないことに起因する故障の場合には、たとえ
保証期間内であっても保証しない」旨が明記されています。今回、故障の
原因はオイル不足でしたが、そのオイル不足を招いた原因が使用者のメン
テナンス不良にあったとするならば、保証の対象には当たらず、有償修理
となることが考えられます。

＜販売店の注意点＞
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●「新車保証」による対応を巡ってお客様とトラブルにならないよう、次の
点に注意してください

1.新車納車の際、お客様に新車保証の内容を説明し、ご確認頂くことが大切
です
⇒ 保証の対象や期間を巡ってトラブルになるケースがあります

2.お客様にも適切な点検・整備、正しい使用・管理を行う責任があることを
説明し、理解頂くことも大切です
⇒ お客様の誤った使用や管理により故障が発生し、保証の適用を巡って
トラブルになるケースがあります

3.故障の内容が新車保証の対象にならない場合には、保証書等に基づいてお
客様に十分説明し、ご理解頂くことが大切です
⇒ 保証の対象にならない理由がお客様に十分伝わらず、トラブルになる
ケースがあります

4.新車保証による無償修理を行う場合であっても、故障の原因と修理内容に
ついてお客様への十分な説明が大切です
⇒ 「修理をすれば、それで良し…」という対応によってトラブルになる
ケースがありあます

2.中古車の「保証」に関するトラブル
　保証を付けるための定期点検整備費用を別途請求されたケース

１）相談内容（一般消費者からの相談）

雑誌で「１年間の保証付き」の中古車を見つけ、販売店に出向いて商談し
たところ、担当者から「保証は無料で付いているが、保証を付けるために
は定期点検整備を受けてもらうことが条件であり、その費用３万円は価格
に含まれていないので別途いただきます」と言われた。保証は無料だが、
そのための整備費用が別途必要というのはおかしくないか。

２）問題点

・「保証付き」と表示しながら、保証を付けるためには定期点検整備費用が
別途必要である点

・定期点検整備を受けない場合、保証は付かない点

３）相談への対応

「保証付き」と表示された場合、販売価格に保証に要する費用が含まれて
いると理解されます。にもかかわらず、「保証を付けるための定期点検整
備費用３万円が別途必要」という販売方法には問題があります。今回の
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ケースで言えば、定期点検整備費用の３万円はあらかじめ販売価格に含め
て表示すべきです。なお、公取協の表示ルール（自動車公正競争規約）で
は、定期点検整備を受けることが保証の条件となっている場合は、定期点
検整備費用を販売価格に含めて表示しなければならないという考え方を
とっています。

＜販売店の注意点＞

●定期点検整備を条件とした「保証付き」で販売する場合には、次の点に
注意してください

1.「保証付き」とは、保証の費用が販売価格に含まれ、保証書が付いてい
るものをいいます
定期点検整備の実施が保証の条件となっている場合は、定期点検整備に
要する費用も販売価格に含めて表示してください（「整備あり（納車
時）」の場合、販売価格に整備費用を含めて表示すること）

2.「保証付き」とした場合の保証内容が「新車保証（保証継承）」である場
合、販売価格に新車保証継承のための定期点検整備費用が含まれていな
ければなりません

3.「保証内容」、「保証期間または保証走行距離数」を付記してください。
「保証内容」において保証対象の記載がない場合には、「すべて保証」す
ることになります

4.購入者には「保証書」を交付してください

3.中古車の「保証」に関するトラブル
　「保証付き」なのに別途保証費用を請求されたケース

１）相談内容（一般消費者からの相談）

雑誌を見て気に入った中古車を探した上で、販売店に出向いて商談をし
た。雑誌には「全車保証付き」となっていたが、担当者から「車両価格と
は別に保証費用として５万円頂きます」と言われた。当方は「保証付き」
となっている以上、当然、車両価格に保証費用が含まれているものと思っ
ていたので納得がいかない。このような内容を「保証付き」と表示してい
るのはおかしいのではないか

２）問題点

雑誌に「全車保証付き」と表示していながら、実際には「保証」を付けるに
は別途費用が必要である点
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３）相談への対応

「保証付き」と表示されている場合、販売価格に保証に要する費用も含ま
れていると理解されます。これを商談の際に「保証費用として別途５万円
必要」と説明した販売店の販売方法には問題があると考えられます。今回
のケースでは、保証費用の５万円はあらかじめ販売価格に含めて表示すべ
きです。
　なお、公取協の表示ルール（自動車公正競争規約）でも、「保証付き」
とは保証費用が販売価格に含まれているものを指します。

＜販売店の注意点＞

●「保証付き」で販売する場合には、次の点に注意してください

1.「保証付き」とは、保証の費用が販売価格に含まれ、保証書が付いてい
るものをいいます
なお、「保証付き」とした場合の保証内容が「新車保証（保証継承）」
である場合、販売価格に新車保証継承のための定期点検整備費用が含まれ
ていなければなりません

2.「保証内容」、「保証期間または保証走行距離数」を付記してください
「保証内容」において保証対象の記載がない場合には、「すべて保証」す
ることになります

3.購入者には「保証書」を交付してください
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